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令和8年 2月 1日 から28日 まで

○ 盗難事件  1件
○ その他事件  1件
○ 物件事故  20件
○ 人身事故  3件

察手帳を見せて をだま

冒目がSNS層詞翻印ること饉腱劇購閣麟自麟ん00

「 +」 から始まる国際電話番号を悪用した詐欺電話が増えてきていま

すので、「十」から始まる電話番号からの着信には、注意が必要です。

また、特殊詐欺の犯人からの電話は、固定電話機だけではな<、 携帯

電話機にもかかつてきます !

☆中山交番からのお知らせ☆  【響肉の事件・事故】
中山交番管内では交通事故の発生が増加しています。

新年度となり、通勤、通学経路が変わる方が多くい

るため、時間や車間にゆとりを持った運転などに気を

つけ、慣れない道での事故に気を付けましょう !!

′
ニセ警察詐欺は、高齢者だけではな<、 20代から50代の方も多<被害に
遭つています。
他人事ではありません ! 特殊詐欺に関心を持つことも対策のひとつです。

国際電話を使用しない方は、国際電話からの着信をプロックしましょう。

固定電話は国際電話不取扱いセンターに申し込み、携帯電話は各キヤリアのサービスやアプリを
インストールしましょう。
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一度、電話を切って、家族や身近な人、最寄りの警察署に相談しましょう。
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令稲目年4月 1電目から

走行中に携帯電話を使用して交通の危険が生じたり、飲酒運転などの特に悪質な違反

行為は交通反則通告制度の対象外のため、これまでどおり刑事手続きの対象となります。
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令和8年4月 1日から自転車等に対する交通反則通告制度 (「青切符」によ
が適用されます。

※交通反則通告制度とは・・・運転者がした一定の交通違反にづいて青切符が交付され、反則金を

納付した場合は、刑事罰に科されない制度です。

【主な違反に対する反則金額】

○携帯電話使用等 (保持)12,000円 ○一時不停止 5,000円

○遮断踏切立入り 7,000円    〇無灯火 5,000円
○信号無視 (赤色等)6,000円   ○並進 3,000円
○右側通行 6,000円       ○二人乗り 3,000円
○制動装置不良 5,000円     ｀※―例を記載しています
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' 
通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保
2『ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上
3 自転車・特定小型原動機付自転車の交通■―fしの理解・
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飲酒運転は、自転車も車と同様に悪質な犯

罪です 1自転車運転中の「ながらスマホ」でも

交通事故が起きており、自分自身だけでなく周
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